
 

〇 彦根城は、日本が世界遺産条約に批准した 

平成４年に世界遺産暫定一覧表に記載されて 

以降、すでに 30 年が経過。 

 

〇 令和５年７月に国の文化審議会から「彦根城 

は事前評価制度を活用して顕著な普遍的価値の 

検討を進めることが有効」との意見を受け、文化庁と協議を重ね事前評価申請書を作 

成し、９月に国からユネスコに提出。 

 

〇 今後、ユネスコ・イコモスとの対話に適切に対応し、より高い評価を得るためにも、

より緊密な情報共有など、一層の国の支援が必要。 

 

〇 令和６年 10 月には評価の結果が明らかになり、その後は、この評価を反映した推

薦書素案の作成など、彦根城の世界遺産登録をより確実にするため活動を開始。国に

おいても登録に向けて取組の更なる強化を要望。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案・要望先】文部科学省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 彦根城の世界遺産登録を早期に実現することで、本県の文化財の魅力を広く発信す

る 

 彦根城のさらなる価値の探求や県内外での共有を進めるとともに、保存管理体制の

強化などを進めることで、世界遺産にふさわしい地域づくりを進める 

彦根城の世界遺産登録実現に向けた取組への支援 

彦根城の世界遺産登録に向けての一層の支援 

〇 彦根城の保存管理をより確実なものとし、早期の登録実現に向けて、推薦書作成

の加速に向けた支援の継続 

〇 事前評価制度に基づくユネスコ、イコモスとの対話への対応や適切な情報の共有、

彦根城の価値についての国際的な情報発信など、国と県の連携の一層の強化と、国

としての彦根城の世界遺産登録の着実な推進 

２．提案・要望の理由 

１．提案・要望内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 滋賀県と彦根市の取組 

〇 彦根城は、平成４年に、姫路城や法隆寺 

など 12 資産とともに、世界遺産暫定一覧 

表に記載された。 

〇 令和元年度に、滋賀県と彦根市で協定書 

を締結し、令和６年の登録実現を目標に、 

協働して作業を進めることを確認した。 

〇 令和２年度から滋賀県と彦根市で、作業母体として彦根城世界遺産登録推進

協議会を設立し、推薦書（素案）の作成・改訂に取り組んでいる。 

〇 令和３年度には、課題であった国際会議を開催し、国際的な評価を確認し

た。また、民間においても彦根商工会議所が中心になり、応援組織「世界遺産

でつながるまちづくりコンソーシアム」を設立された。 

〇 令和４年度には、国が「佐渡島の金山」を改めて推薦したことにより、当初

の目標であった令和６年度の登録実現は不可能になった。 

〇 令和５年７月４日に、国の文化審議会から彦根城は事前評価制度を活用する

ことが有効との意見を示された。これに従い、国とともに事前評価申請書を作

成し、９月に国からユネスコに申請書を提出された。今後、より高い評価が得

られるようユネスコ・イコモスとの対話に適切に対応していくことが必要とな

る。 
 

② 彦根城の顕著な普遍的価値 

○ 彦根城は、世界的にも注目される 250 年以上の安定を形成、維持した江戸時

代における統治の方針・在り方を、その特徴的な外観や平面構造によって示す

地域政治拠点の典型・代表例として世界的な価値がある。 
 

③ 最短での登録実現までのスケジュール  

○ 令和５年度 事前評価申請書をユネスコに提出（イコモスとの対話の開始） 

〇 令和６年度 事前評価結果の受理。評価を反映した推薦書（素案）の作成 

〇 令和７年度 国内推薦の決定を経て、推薦書のユネスコへの提出。 

〇 令和８年度 イコモスの現地調査 

〇 令和９年度 イコモスの勧告を経て、ユネスコ世界遺産委員会にて、彦根城

の世界遺産登録が決定 

 

（本県の取組状況） 

担当：文化スポーツ部 文化財保護課 

   彦根城世界遺産登録推進室 

TEL：077-528-4682 

 


